
 

 

             
■学校経営のポイント 

                     
                                                                                                                   

 アメリカのニューヨークにある世界貿易センター
ビル等が飛行機自爆テロにより崩壊するという衝撃

的な事件が発生してからほぼ３ヵ月が，また，アメ
リカ軍（支援部隊としてのイギリス軍等）により，
アフガニスタンのタリバンおよびビンラディンとそ

の統率下にあると見られるアルカイダを標的とする
軍事攻撃が開始されてから約２ヵ月が経過した。 

 

 上述の事件と，その後のアメリカをはじめとする
「国際的テロリズム」への対応措置との関連で，わ
が国ではいわゆる「テロ関連三法」が成立のはこび

となった（10月 29 日，参議院本会議で可決・成立）。 
 テロ関連三法とは，①平成 13 年 9 月 11 日のアメ
リカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃

等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のた
めの諸外国の活動に対してわが国が実施する措置及
び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関

する特別措置法（「テロ対策特別措置法」），②自衛
隊法の一部を改正する法律（「改正自衛隊法」），③
海上保安庁法の一部を改正する法律（「改正海上保

安庁法」）の三つの法律を指す。 
 これらの法律が制定され，すでにわが国の自衛隊
員がアメリカ軍の艦船への燃料補給および被災民救

援等のため，補給艦「とわだ」，掃海母艦「うらが」，
護衛艦「さわぎり」等で，戦闘地域とは一応概念上
区分されている非戦闘地域に派遣されている。 

非戦闘地域とは，「現に戦闘行為（国際的な武力
紛争の一環として行われる，人を殺傷しまたは物を
破壊する行為をいう。以下，同じ）が行われておら

ず，かつそこで実施される活動の期間を通じて戦闘
行為が行われることがないと認められる」地域のこ

と（テロ対策特別措置法第２条第３項）であるが，
このような地域区分は，こちら（日本）側の法律上

の概念であって，実際の軍事的活動の展開のなかで
はきわめて流動的であり，派遣自衛隊員の生命安全
確保は絶対ではない。 

 

 日本国憲法は改正されていないが，2001 年という
この年は，テロ対策特別措置法等の成立により，わ

が国がアメリカをはじめとする国際関係において，
これまでとは違った関係に突き進む可能性の具体的
一歩を踏み出した年になる。憲法改正の必要性を唱

える論調も強まっていくことが予想される。 
「平和ボケ日本」というような精神状態でいるこ
とが，客観的に許されなくなりつつあることを児童・

生徒に，発達段階を十分に考慮しつつ，理解を深め
させ，自覚を促す取組みが必要である。 
校長・教頭は，全校朝会（集会）での講話を通じ

て，ぜひその取組みを行っていただきたい。現実の
国際社会の中で，日本と日本国民としての自覚と，
それに基づく聡明な判断・決断力が求められていく

将来を予見して，教育的取組みの充実が図られるこ
とを期待したい。 
        （わかい・やいち＝上越教育大学教授） 
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